
函館市北洋資料館施設要領 

                     

１．募集施設一覧                                

№ 施設名 募集期間 
希望金額 

（年額・税抜き） 

希望契約 

期間 
愛称の条件 

1 函館市北洋資料館 随時受付 ４０万円以上 

契約の日から

３年以上５年

以内 

特になし 

※金額換算ができる物品や役務の提供のほか，それらと金銭を組み合わせることができます。 

施設の詳細については担当部課にお問い合わせください。 

 

２．看板等の表示変更および設置の基準 

  ネーミングライツパートナーは，愛称を用いて，施設名称を表示する看板等の表示変更お

よび設置をすることができるものとし，看板等の表示変更および設置をする場合は，次の各

号によるものとします。 

 (1) 敷地内の看板等は，変更可能な看板等の数，位置，現況写真等について，別紙のとお

りとします。 

   また，新規の看板等の設置については可否を含めて，協議を行うものとします。 

  (2) 敷地外の看板等は，市および関係機関と協議のうえ，変更可能な看板等がある場合は，

変更することができるものとします。 

また，新規に設置する場合は，設置の可否も含めて協議を行うものとします。 

(3) 前各号に定める看板等の表示変更および設置を行う場合は，施設の外観や近隣の景観

などとの調和に配慮した形状や配色等とすることとし，協議のうえ，決定するものとし

ます。 

 (4) 看板等の表示変更および設置は，契約期間開始後に実施するものとし，撤去について

は，契約期間満了までに完了するものとします。 

 (5) 印刷物については，作成部数や切替時期等を協議のうえ，決定するものとします。 

 

３．ネーミングライツパートナー特典 

  優先交渉者決定後，提案や希望などを確認し，関係法令等の規定等を踏まえ，優先交渉

者との協議のうえ，決定するものとします。 

 

４．担当部課                                 

函館市教育委員会生涯学習部生涯学習文化課（市庁舎５階）                     

  〒040-8666 函館市東雲町４番13号                     

  電 話 0138-21-3444                        

  e-mail syougaibunka@city.hakodate.hokkaido.jp                 

  担 当 若狭                            

  

mailto:○○○@city.hakodate.hokkaido.jp


別紙 

 

看板等の表示変更および設置可能箇所 

敷地および建物平面図 備  考 

 表示変更可能箇所 

№１，№２，№３，№４， 

№５，№６，№７ 

 

№１ 備  考 

 壁面看板 

（交換または増設） 

 

№２ 備  考 

写真 オブジェクト 

 

 

素材 

シール 

 

 



 

 

 

№３ 備  考 
 

表示看板（交換または増設） 

№４ 備  考 
 

出入口館銘板 

（駐車場側） 

№５ 備  考 
 

出入口館銘板 

（ロータリー側） 



 

 

 

№６ 備  考 
 

案内板 

№７ 備  考 
 

自動ドア（正面玄関） 

表記 

 


